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需給調整市場の運用開始について

⚫ 2021年4月の需給調整市場創設に向けて、需給調整市場（調達）のシステム開発を進め、

取引規程の制定、事業者さま・広域機関さまと一般送配電事業者間の連携方法のルール化

等、多岐の検討を進めてきた。

⚫ このたび、広域調達に必要な各社システムの準備や、各種契約が整ったことを受け、3月31日

から4月1日分の取引を開始する旨ご報告する。

⚫ また、広域需給調整システムの開発と試験運用も進め、3月17日には北海道が参加し、全国

9エリアで本格運用を開始した。
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三次調整力②の取引開始までの準備状況 3

⚫ 三次調整力②取引開始に向けて、取引規程の制定や需給調整市場システムの開発などを

次頁の通り進めてきた。

⚫ 加えて、3月17日に需給調整市場を一般送配電事業者9社で共同運営する組織として電力

需給調整力取引所※1を設立。2021年度の三次調整力②の必要量テーブルや、売買手数

料単価（0.02円／ΔkWh）※2など公表している。

⚫ 本日（3月30日）、需給調整市場システム他の健全性を確認し、3月31日から4月1日分の

取引を開始予定。

※2 第38回制度検討作業部会(2020.1.31)資料５「需給調整市場について」 P.7において、概算見通しとして「0.02円/ΔkWh」を報告

※1 第17回需給調整市場検討小委員会(2020.6.12)資料4「需給調整市場に係るシステム開発および取引規程等関連業務の取り組み状況」P.22一部抜粋に追記

需給調整市場運営部

・・・

各一般送配電事業者

市場参加者

※取引会員との契約に係る技術的な
事前審査や料金等の授受につい
ては、引き続き属地の一般送配電
事業者が対応する。

一部委託

（参加申込受付、問合せ受付等） （市場運営主体）

（名称）電力需給調整力取引所※3

※3 別紙『「電力需給調整力取引所」の設立について』参照
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（参考）売買手数料について 4
第38回制度検討作業部会（2020.1.31）資料5より抜粋
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三次調整力②の取引開始までの準備状況 5

2019年度 2020年度

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

市場設計等の
検討

取引規程の
制定等

需給調整市場
システムの開発

参加申込

3/31
運用開始

12/10
操作説明会

9/5,12
取引規程等説明会

意見募集（広域機関さま）

とりまとめ

意見
募集

とりまとめ

1/9
取引規程制定

4/1
申込開始

取引ガイド制定

3/17
必要量テーブル公表

システム設計

参入準備 工事・審査・契約締結等

ソフトウェア製作 ソフトウェア試験

取引開始

運用試験

ハードウェア設置

3/17
電力需給調整力取引所設立

10/1
需給調整市場運営部設置

3/23
売買手数料単価公表
（0.02円/ΔkWh）

2月より事業者さまの習熟度を高める目的で運用試験
を開始。3月8,9日には入札可能な事業者さま、広域
機関さま、一般送配電事業者が参加して予行演習試
験を行い、一気通貫の業務運行を確認。
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広域需給調整の9エリア本格運用開始 6

⚫ 広域需給調整は、最終北海道エリアの試験運用が完了し、3/17 17時より9エリアでの本格

運用を開始した。

第21回需給調整市場検討小委員会（2021.1.29）資料4より抜粋
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以下、参考資料
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8
（参考）売買手数料単価の算定式について

（参考：取引会員さまに負担いただく売買手数料の算定式）

売買手数料単価（毎年度設定） × ΔkW約定量 ※２

※１ 買い手と売り手の両者が負担する仕組みのため、単価算定においてはΔkW約定量(想定値)を「×２」としています。

※２ 買い手である一般送配電事業者も、同じ算定式で算出した売買手数料を負担します。

市場運営費用(想定額) + (前々年度過不足分)

ΔkW約定量(想定値) × 2 ※１

＜売買手数料単価の算定式＞

売買手数料単価 ＝

送配電網協議会HP公表 2021年度需給調整市場の売買手数料単価の決定について（2021.3.23）参考資料より抜粋



9（参考）売買手数料単価の算定における「ΔkW約定量」について

○2021年度に取引開始する商品は三次調整力②のみであることから、 2021年度の
売買手数料単価の算定においては、事前に想定した三次調整力②必要量を算定
上のΔkW約定量として使用しています。（単価算定において、分母として使用）

市場運営費用(想定額) + (前々年度過不足分)

ΔkW約定量(想定値) × 2 
売買手数料単価 ＝

三次調整力②必要量
「前日予測値 ー 実績値」の
再エネ予測誤差の3σ相当値

「GC予測値 ー 実績値」の
再エネ予測誤差の3σ相当値

（参考：三次②必要量の算定式）

三次②必要量 ＝ 「前日予測値ー実績値」の再エネ予測誤差の3σ相当値
ー 「GC予測値ー実績値」の再エネ予測誤差の3σ相当値

送配電網協議会HP公表 2021年度需給調整市場の売買手数料単価の決定について（2021.3.23）参考資料より抜粋
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（参考）売買手数料単価の算定における「市場運営費用」について

○当該年度の市場運営費用を事前に想定した上で、売買手数料単価を算定してい
ます。（単価算定において、分子として使用）

需給調整力市場の運営費用
(想定額)

＜人的費用・その他諸費＞
＋

需給調整市場システムの運用費用
(想定額)

＜保守・通信費用等＞

市場運営費用(想定額) + (前々年度過不足分)

ΔkW約定量(想定値) × 2 
売買手数料単価 ＝

送配電網協議会HP公表 2021年度需給調整市場の売買手数料単価の決定について（2021.3.23）参考資料より抜粋


